
公
認
心
理
師
資
格
（
登
録
）

公
認
心
理
師
試
験

４
年
制
大
学
に
お
い

て
省
令
で
定
め
る

科
目
を
履
修

第
７
条
第
１
号
※

公
認
心
理
師
の
資
格
取
得
方
法
に
つ
い
て

大
学
院
に
お
い
て
省

令
で
定
め
る

科
目
を
履
修

４
年
制
大
学
に

お
い
て
省
令
で

定
め
る
科
目

を
履
修

省
令
で
定
め
る

期
間
の
実
務
経
験

第
７
条
第
２
号
※

実
務
経
験
５
年

講
習
の
受
講

第
７
条
第
３
号

経
過
措
置

（
附
則
第
２
条
第
１
項

第
１
号
及
び
第
２
号
）

施
行
前
に
大
学
院

に
お
い
て
省
令
で

定
め
る
科
目
を
履
修

（
又
は
履
修
中
）

第
１
号
及

び
第
２
号
と

同
等
以
上

の
知
識
及

び
技
能
を

有
す
る
と

認
定
さ
れ

た
者

施
行
後
に
大
学
院

に
お
い
て
省
令
で

定
め
る
科
目
を
履
修

経
過
措
置
※

（
附
則
第
２
条
第
２
項
）

省
令
で
定
め
る

期
間
の

実
務
経
験

※
赤
の
下
線
部
及
び
「
そ
の
他
準
ず
る
も
の
」
は
今
後
省
令
で
規
定
。

①
～
④
：
資
料
８
「
受
験
資
格
の
特
例
に
つ
い
て
（
た
た
き
台
）
」
の
「
１
．
受
験
資
格
の
特
例
の
概
要
」
に
お
け
る
①
～
④
。

第
８
回
公
認
心
理
師
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
検
討
会
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム

平
成
２
９
年
３
月
３
０
日

参
考
資
料
１

施
行
前
に
、
４
年
制
大
学
に
お
い
て
省
令

で
定
め
る
科
目
を
履
修
（
又
は
履
修
中
）

経
過
措
置
※
（附
則
第
２
条

第
１
項
第
３
号
及
び
第
４
号
）

①
②

③
④


